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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年７月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（漁具） 

発生日時 平成２２年１１月２４日（水） １１時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県屋久島町安房
あんぽう

港南南東方沖 

 安房港沖北防波堤東灯台から真方位１７１°６.１海里付近 

（概位 北緯３０°１３.２′ 東経１３０°４０.２′） 

事故調査の経過  平成２３年１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客船 ふじ、１９トン 

   ２４３－１６０５２東京、日東商船株式会社 

   １１.９８ｍ（Lr）×４.４０ｍ×１.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５６９.５６kＷ、昭和６１年３月 

Ｂ 漁船 なつき丸、６.６トン 

   ＫＧ２－２１４０（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.０４ｍ（Lr）×３.２４ｍ×１.３１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成４年３月１０日 

Ｃ 漁船 なつき丸、４.８トン 

   ＫＧ３－２９６３２（漁船登録番号）、個人所有    

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 平成２年６月１４日 

    免許証交付日 平成２２年３月２日 

           （平成２８年２月８日まで有効） 

  甲板員Ａ 男性 ３５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 平成１１年７月１６日 

    免許証交付日 平成２１年１１月１０日 

           （平成２６年１１月１０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 昭和４９年１１月１５日 

    免許証交付日 平成２０年７月１７日 

           （平成２６年７月５日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ なし（プロペラに絡網） 

Ｂ 漁網損傷 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、安房港の南南東方沖を約８ノ

ットの速力で手動操舵により北東進中、船橋当直についていた甲板員Ａ

が、船首方に２隻の漁船（Ｂ船及びＣ船）が操業しているのを視認した。 

甲板員Ａは、手前にいるＣ船が西方に向けて漁網を引いていたので、Ｃ

船の船首方を通過しようとして左転して北進中、平成２２年１１月２４日

１１時００分ごろ、Ａ船がＣ船の北方にいたＢ船の後方の漁網と衝突し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、とび魚漁の流し網を東西方向に展

張し、Ｃ船（乗組員１人）に補助させて操業していた。 

Ｂ船及びＣ船は、漁網の両端に取り付けたロープをそれぞれ取り、潮流

に沿って漁網を引きながら北進中、船長Ｂが、南方から接近するＡ船に気

付いた。 

船長Ｂは、Ａ船が漁網の外側を通過できるように漁網を絞り込むことと

し、Ｂ船が漁網の西端のロープを東方に向けて引き、Ｃ船が漁網の東端の

ロープを西方に向けて引いて漁網を絞り込み、Ｂ船の乗組員が、Ａ船に対

して旗竿を振りながら注意を喚起した。 

Ｂ船とＣ船は、それぞれ漁網を引きながら両船が交差した頃、Ａ船がＢ

船の後方の漁網に衝突した。 

Ｂ船は、Ａ船がプロペラに漁網を絡ませて航行できなくなったので、安

房港までえい
．．

航した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約４～５m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２ｍ 

その他の事項 Ｂ船の漁網は、長さ約３００ｍ、深さ約７～１７ｍの流し網であり、網

の片側（上側）には、約１０㎝間隔で浮子が取り付けられて海面上に浮

き、両側端にオレンジ色の浮きと旗竿を付け、両側端に長さ約６００ｍの

ロープが取り付けられ、Ｂ船及びＣ船がそれぞれのロープを取っていた。 

船長Ａ及び甲板員Ａは、Ｂ船及びＣ船が操業していた網の状況などを知

らなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、屋久島南南東方沖において北東進中、

船橋当直中の甲板員Ａが、Ｂ船及びＣ船が操業し

ているのを視認し、手前にいたＣ船が西進しなが

ら漁網を引いていたので、左転してＣ船の船首方

を通過した際、Ｂ船が引いていた漁網に気付かな

かったことから、Ｂ船の後方の漁網に向けて航行

し、同漁網と衝突したものと考えられる。 

 Ａ船の乗組員は、Ｂ船及びＣ船の操業形態等を

知らなかったものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船が漁網に接近していることに気

付き、Ａ船に漁網の外側を通過させようとし、Ｂ
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船及びＣ船により漁網の両側端を引いて漁網を絞

り込んでいたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、屋久島南南東方沖において北東進中、船橋当直中の

甲板員Ａが、Ｂ船及びＣ船が操業しているのを視認し、手前にいたＣ船が

西進しながら漁網を引いていたので、左転してＣ船の船首方を通過した

際、Ｂ船が引いていた漁網に気付かなかったため、Ｂ船の後方の漁網に向

けて航行し、Ａ船とＢ船の漁網とが衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として次のことが考えられ

る。 

・操業中の漁船の操業方法を知らない場合には、できる限り漁船から離

れて航行すること。 

 




